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電
線
の
近
く
で
は
次
の
よ
う
な

こ
と
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

◦�

鯉
の
ぼ
り
は
、
電
線
か
ら
十
分

に
離
れ
た
安
全
な
と
こ
ろ
に
立
て

ま
し
ょ
う
。

◦�

鯉
の
ぼ
り
の
ポ
ー
ル
を
立
て
る
と

き
、
倒
す
と
き
は
、
電
線
に
接

近
し
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ

う
。

◦�

魚
つ
り
は
、
電
線
か
ら
十
分
に

離
れ
た
安
全
な
と
こ
ろ
で
し
ま

し
ょ
う
。

◦�

鯉
の
ぼ
り
や
つ
り
糸
が
電
線
に

か
か
っ
た
場
合
は
、
絶
対
に
近
づ

か
ず
、
最
寄
り
の
九
州
電
力
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ク
レ
ー
ン
作
業
等
を
行
な
う
前

に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。

◦�

ク
レ
ー
ン
作
業
等
を
行
う
前
に

は
、
付
近
の
状
況
を
よ
く
確
認

お
知
ら
せ

「
感
電
事
故
防
止
P
R
」に
つ
い
て

平
成
25
年
度 

労
働
保
険
年
度

更
新
手
続
の
お
知
ら
せ

し
て
電
線
に
接
触
す
る
恐
れ
が

な
い
か
注
意
す
る
。

◦�

電
線
の
近
く
で
作
業
を
行
う
場

合
は
、
事
前
に
最
寄
り
の
九
州

電
力
営
業
所
に
連
絡
し
て
建
設

用
防
護
管
を
取
付
け
る
等
、
安

全
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
後
に
作

業
を
行
う
。

◦�

電
線
近
く
の
作
業
で
は
、
専
任

の
監
視
者
を
設
け
単
独
作
業
を

行
わ
な
い
。

◦�
車
両
の
移
動
を
行
う
場
合
は
、

必
ず
ブ
ー
ム
の
収
納
、
ダ
ン
プ

カ
ー
等
に
つ
い
て
は
荷
台
の
下

げ
を
確
認
し
て
移
動
す
る
。

◦�

誤
っ
て
電
線
を
断
線
さ
せ
た
場

合
は
、
絶
対
に
手
を
触
れ
ず
、

最
寄
り
の
九
州
電
力
営
業
所
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

九
州
電
力
㈱
鹿
屋
営
業
所

　

℡�

０
１
２
０
‐
９
８
６
‐
８
０
６

　

６
月
３
日
（
月
）
か
ら
７
月
10

日
（
水
）
ま
で
は
労
働
保
険
料
の

｢

年
度
更
新｣

申
告･

納
付
期
間
で

す
。

▪
６
月
は
じ
め
に
送
付
さ
れ
ま
す

　

労
働
保
険
料
申
告
書･

納
付
書

に
よ
り･

期
間
中
に
申
告･

納
付

を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
し
ま
す
。

▪
平
成
23
年
度
か
ら
、
年
度
更
新

の
審
査
業
務
が
外
部
委
託
さ
れ
、

申
告
書
の
受
付
は
、
原
則
と
し
て

記
入
漏
れ
等
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
だ

け
の
確
認
作
業
に
な
り
ま
す
。
こ

の
た
め
、
申
告
書
に
記
入
誤
り･

漏
れ
が
な
い
よ
う
、
自
主
的
な
記

入･

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。ま
た
、

申
告
書
の
郵
送･

電
子
申
請
に
よ

る
提
出
も
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

鹿
児
島
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

　

適
用
係

　

℡�

０
９
９
‐
２
２
３
‐
８
２
７
６

　

職
業
訓
練
指
導
員
と
し
て
必
要

な
能
力
を
付
与
す
る
た
め
、
厚
生

労
働
大
臣
の
指
定
す
る
講
習
実
施

要
領
に
よ
り
行
な
う
講
習
で
す
。

【
期
日
】
平
成
25
年
７
月
29
日
、30
日
、

31
日
、
８
月
５
日
、
６
日
、
７
日

【
時
間
】
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

【
場
所
】
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
鹿
児

島
（
予
定
）

【
受
付
期
間
】
平
成
25
年
５
月
27
日

（
月
）
〜
６
月
７
日
（
金
）
必
着

【
定
員
】
30
名

【
受
講
料
】
１
２
、０
０
０
円
（
テ
キ

ス
ト
代
別
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

鹿
児
島
県
職
業
能
力
開
発
協
会

　

℡�

０
９
９
‐
２
２
６
‐
３
２
４
０

錦江町職員退職者紹介新規職員の紹介
　平成 25 年 3 月 31 日付で２名の職員が退職
されました。

　平成 25 年 4 月 1 日から錦江町役場職員とし
て採用されました。

　【右】　添田 美千代 （木場自治会）
　【左】　今村 利和 （鳥浜自治会）

平
成
25
年
度 

職
業
訓
練
指
導
員

（
48
時
間
）講
習
の
お
知
ら
せ

建設課　建設チーム
迫　 尚 樹
（中園自治会）

錦江町で 20 年ぶ
りの生活。ただい
ま。町民の皆さん
に早く顔を覚えて
もらい、錦江町に
貢献できるように
頑張ろうと思いま
すので、宜しくお
願いいたします。


